
議案第４号 

字の名称を廃止することについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、別紙

変更調書のとおり字の名称を廃止し、同条第２項の規定による告示の指定する日

から効力を生ずるものとする。 

令和２年２月２５日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

提案理由 

八幡浜市地番整理事業の実施により、大字の区域及び名称を新たに画し、並

びに大字の区域を変更することに伴い、小字を廃止するため。 
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別紙　変更調書

大字名 小字名 地番

戎堂沖
４３５の２８、４３５の３０から４３５の３３まで、４３５の３５から４３５の３８まで、４３５の４０、４３５の５
１、４３５の５２、４３５の５８、４３５の６０から４３５の６４まで

これに伴う
道路、水路
等を含む。

港町
４３８の１から４３８の４まで、４３８の６、４３８の８、４３８の９、４３８の１１から４３８の１５まで、４３８
の１７、４３８の１８、４３８の２０、４３８の２１、４３８の２５、４３８の２６、４３８の３２、４３８の３３、４３
８の３５、４３８の３７

これに伴う
道路、水路
等を含む。

沖新田

１５２３の１、１５２３の２、１５２３の５、１５２３の６、１５２３の８から１５２３の１０まで、１５２３の１２、
１５２３の１３、１５２３の１８、１５２３の１９、１５２６の１１、１５２６の１２、１５２６の５７、１５２６の５
８、１５２６の６０、１５２６の９５、１５２６の９６、１５２６の９８、１５２６の９９、１５２６の１３４、１５２６
の１５３、１５２６の２００、１５２６の２４０から１５２６の２４２まで

これに伴う
道路、水路
等を含む。

五位ヶ脇

１５４８の７、１５４８の１４、１５４８の１６から１５４８の１８まで、１５４８の２０から１５４８の２３まで、
１５４９の１から１５４９の６まで、１５５０の１、１５５０の３、１５５０の５、１５５０の６、１５５０の１９か
ら１５５０の２１まで、１５５０の２４

これに伴う
道路、水路
等を含む。

白浜

１５７９の１から１５７９の４まで、１５７９の７から１５７９の１０まで、１５７９の１２から１５７９の１５ま
で、１５７９の１７、１５７９の１９から１５７９の２１まで、１５７９の２７、１５７９の３０、１５７９の３２、１
５７９の３３、１５７９の３６から１５７９の３９まで、１５７９の４２から１５７９の４４まで、１５７９の４７、
１５７９の４８、１５７９の５０から１５７９の５３まで、１５７９の５６から１５７９の５８まで、１５７９の６
３、１５７９の７３、１５７９の７６、１５７９の７７、１５７９の７９、１５７９の８３、１５７９の１０１

これに伴う
道路、水路
等を含む。

北浜
全区域 これに伴う

道路、水路
等を含む。

備考　令和２年２月３日調査

小字を廃止する区域
摘要
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テキストボックス
小字廃止区域図全体図（令和元年度国土調査完了地区）
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テキストボックス
小字廃止区域明細図（令和元年度国土調査完了地区①）
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テキストボックス
小字廃止区域明細図（令和元年度国土調査完了地区②）



 




